
様式第５号（第５条関係）    （表）  

個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿                   

     ■個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人以上・・・・・ア  

□条例個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人未満・・・イ  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  災害援護資金貸付金償還事務  

区 分 及 び  

年 月 日  

□作成    

■修正  
   令和６年４月１日  

実 施 機 関  市長  

主 管 課 の  

名   称  
地域共生社会推進課  地域福祉係  

事 務 登 録

番 号  

■ア―１  

 

□イ―  

利 用 目 的  

災害援護資金貸付金の償還  

 

 

記

録

項

目  

基本的

事  項  

■氏名  ■住所  ■性別  ■生年月日  □年齢  □本籍  □国籍   

□婚姻  ■電話番号  □個人番号※  □識別番号 (個人番号※を除く。 ) 

□続柄  □家族状況  □その他（              ）  

経歴、

成績等  

□学歴  □成績  □職業  □職位  □資格  □賞罰   

□その他（              ）  

心  身  
□身体の状況  □障害の状況  □傷病歴  □  検診記録   

□その他（              ）  

財産的

状況等  

□所得・収入  □課税・納税状況  □資産状況  □公的扶助   

□口座番号  □その他（              ）  

その他  
□親族  □社会的活動  □趣味・し好   

□その他（               ）  

記 録 範 囲  

・災害援護資金借用証書  ・印鑑登録証明書  

・納付誓約書  ・償還金支払猶予申請書  

を提出した者  

記録情報の  

収 集 方 法  

■本人から    □本人以外から  

本 人 以 外  

か ら 収 集  

す る 根 拠  

□法令等   □本人同意   □緊急性  

□その他（             ）  

収 集 先  

□住民基本台帳  □市税台帳  □実施機関内の他課  

□他の実施機関  □国・都道府県・他の市区町村   

□他の公共団体・公共的団体  □民間企業・民間団体   

□調査   □刊行物等   

□その他（                  ）  



（裏）  

要 配 慮 個 人 情 報  

□  含む  

 

■  含まない  

□人種  □信条  □社会的身分  □病歴   

□犯罪の経歴  □犯罪により害を被った事実  

□心身の機能の障害  □健康診断等の結果   

□医師等による指導又は診療若しくは調剤  

□刑事事件に関する手続  

□少年の保護事件に関する手続  

記 録 情 報 の   

経 常 的 提 供 先  
―  

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地  

（名  称）高松市総務局コンプライアンス推進課  

（所在地）〒７６０－８５７１  高松市番町一丁目８番１５号  

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よ る 特 別 の 手 続 等  

（特別の手続が定められている場合）  

①該当する記録項目に付した番号  

 

②当該法令の条項（法令番号を含む。）  

 

個人情報ファイルの種別 

■電算処理ファイル（法第６０条第２項第１号）  

  上記ファイルと同内容の手作業ファイル  

     ■有   □無    

 

□手作業処理ファイル（法第６０条第２項第２号）  

備 考   

※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第９項に規定する個人番号をいう。 

 

 



様式第５号（第５条関係）    （表）  

個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿                   

     ■個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人以上・・・・・ア  

□条例個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人未満・・・イ  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  戦没者遺族・追悼式案内者名簿  

区 分 及 び  

年 月 日  

□作成    

■修正  
   令和６年４月１日  

実 施 機 関  高松市地域共生社会推進課  

主 管 課 の  

名   称  
地域共生社会推進課  地域福祉係  

事 務 登 録

番 号  

■ア―２  

 

□イ―  

利 用 目 的  

 

高松市戦争犠牲者追悼式案内のため  

 

記

録

項

目  

基本的

事  項  

■氏名  ■住所  □性別  □生年月日  □年齢  □本籍  □国籍   

□婚姻  ■電話番号  □個人番号※  □識別番号 (個人番号※を除く。 ) 

□続柄  □家族状況  □その他（              ）  

経歴、

成績等  

□学歴  □成績  □職業  □職位  □資格  □賞罰   

□その他（              ）  

心  身  
□身体の状況  □障害の状況  □傷病歴  □  検診記録   

□その他（              ）  

財産的

状況等  

□所得・収入  □課税・納税状況  □資産状況  □公的扶助   

□口座番号  □その他（              ）  

その他  
□親族  □社会的活動  □趣味・し好   

□その他（               ）  

記 録 範 囲  

 

高松市戦争犠牲者追悼式に案内状を発送する必要がある者  

 

記録情報の  

収 集 方 法  

■本人から    □本人以外から  

本 人 以 外  

か ら 収 集  

す る 根 拠  

□法令等   □本人同意   □緊急性  

□その他（             ）  

収 集 先  

□住民基本台帳  □市税台帳  □実施機関内の他課  

□他の実施機関  □国・都道府県・他の市区町村   

□他の公共団体・公共的団体  □民間企業・民間団体   

□調査   □刊行物等   

□その他（                  ）  



（裏）  

要 配 慮 個 人 情 報  

□  含む  

 

■  含まない  

□人種  □信条  □社会的身分  □病歴   

□犯罪の経歴  □犯罪により害を被った事実  

□心身の機能の障害  □健康診断等の結果   

□医師等による指導又は診療若しくは調剤  

□刑事事件に関する手続  

□少年の保護事件に関する手続  

記 録 情 報 の   

経 常 的 提 供 先  
―  

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地  

（名  称）高松市総務局コンプライアンス推進課  

（所在地）〒７６０－８５７１  高松市番町一丁目８番１５号  

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よ る 特 別 の 手 続 等  

（特別の手続が定められている場合）  

①該当する記録項目に付した番号  

 

②当該法令の条項（法令番号を含む。）  

 

個人情報ファイルの種別 

■電算処理ファイル（法第６０条第２項第１号）  

  上記ファイルと同内容の手作業ファイル  

     ■有   □無    

 

□手作業処理ファイル（法第６０条第２項第２号）  

備 考   

※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第９項に規定する個人番号をいう。 

 

 



様式第５号（第５条関係）    （表）  

個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿                   

     ■個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人以上・・・・・ア  

□条例個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人未満・・・イ  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  特別給付金及び特別弔慰金  

区 分 及 び  

年 月 日  

□作成    

■修正  
   令和６年４月１日  

実 施 機 関  市長  

主 管 課 の  

名   称  
地域共生社会推進課  地域福祉係  

事 務 登 録

番 号  

■ア―３  

 

□イ―  

利 用 目 的  

 

対象者確認のため  

 

記

録

項

目  

基本的

事  項  

■氏名  ■住所  □性別  ■生年月日  □年齢  □本籍  □国籍   

□婚姻  ■電話番号  □個人番号※  □識別番号 (個人番号※を除く。 ) 

■続柄  ■家族状況  □その他（              ）  

経歴、

成績等  

□学歴  □成績  □職業  □職位  □資格  □賞罰   

□その他（              ）  

心  身  
□身体の状況  □障害の状況  □傷病歴  □  検診記録   

□その他（              ）  

財産的

状況等  

□所得・収入  □課税・納税状況  □資産状況  □公的扶助   

□口座番号  □その他（              ）  

その他  
□親族  □社会的活動  □趣味・し好   

□その他（               ）  

記 録 範 囲  

 

特別給付金及び特別弔慰金を請求した者  

 

記録情報の  

収 集 方 法  

■本人から    ■本人以外から  

本 人 以 外  

か ら 収 集  

す る 根 拠  

■法令等   □本人同意   □緊急性  

□その他（             ）  

収 集 先  

■住民基本台帳  □市税台帳  □実施機関内の他課  

□他の実施機関  □国・都道府県・他の市区町村   

□他の公共団体・公共的団体  □民間企業・民間団体   

□調査   □刊行物等   

□その他（                  ）  



（裏）  

要 配 慮 個 人 情 報  

□  含む  

 

■  含まない  

□人種  □信条  □社会的身分  □病歴   

□犯罪の経歴  □犯罪により害を被った事実  

□心身の機能の障害  □健康診断等の結果   

□医師等による指導又は診療若しくは調剤  

□刑事事件に関する手続  

□少年の保護事件に関する手続  

記 録 情 報 の   

経 常 的 提 供 先  

香川県知事  

（健康福祉部  長寿社会対策課総務援護グループ）  

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地  

（名  称）高松市総務局コンプライアンス推進課  

（所在地）〒７６０－８５７１  高松市番町一丁目８番１５号  

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よ る 特 別 の 手 続 等  

（特別の手続が定められている場合）  

①該当する記録項目に付した番号  

 

②当該法令の条項（法令番号を含む。）  

 

個人情報ファイルの種別 

■電算処理ファイル（法第６０条第２項第１号）  

  上記ファイルと同内容の手作業ファイル  

     ■有   □無    

 

□手作業処理ファイル（法第６０条第２項第２号）  

備 考   

※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第９項に規定する個人番号をいう。 

 

 



様式第５号（第５条関係）    （表）  

個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿                   

     ■個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人以上・・・・・ア  

□条例個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人未満・・・イ  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  
特定公的給付金支給事務ファイル  

区 分 及 び  

年 月 日  

□作成    

■修正  
   令和７年４月１日  

実 施 機 関  市長  

主 管 課 の  

名   称  
地域共生社会推進課  給付金担当  

事 務 登 録

番 号  

■ア―４  

 

□イ―  

利 用 目 的  

国の経済対策に基づき実施する給付金の支給事務における本人（世帯）

の対象判定等のために利用する。  

 

記

録

項

目  

基本的

事  項  

■氏名  ■住所  ■性別  ■生年月日  ■年齢  □本籍  □国籍   

□婚姻  ■電話番号  ■個人番号※  ■識別番号 (個人番号※を除く。 )  

■続柄  ■家族状況  □その他（              ）  

経歴、

成績等  

□学歴  □成績  □職業  □職位  □資格  □賞罰   

□その他（              ）  

心  身  
□身体の状況  □障害の状況  □傷病歴  □  検診記録   

□その他（              ）  

財産的

状況等  

□所得・収入  ■課税・納税状況  □資産状況  ■公的扶助   

■口座番号  □その他（              ）  

その他  
□親族  □社会的活動  □趣味・し好   

■その他（入所等の措置の実施に関する情報、ＤＶ等に関する情報）  

記 録 範 囲  

 

別紙のとおり。  

 

記録情報の  

収 集 方 法  

■本人から    ■本人以外から  

本 人 以 外  

か ら 収 集  

す る 根 拠  

■法令等   ■本人同意   □緊急性  

■その他（本人利益）  

収 集 先  

■住民基本台帳  ■市税台帳  ■実施機関内の他課  

□他の実施機関  ■国・都道府県・他の市区町村   

□他の公共団体・公共的団体  □民間企業・民間団体   

□調査   □刊行物等   

□その他（                  ）  



（裏）  

要 配 慮 個 人 情 報  

■  含む  

 

□  含まない  

□人種  □信条  □社会的身分  □病歴   

■犯罪の経歴  □犯罪により害を被った事実  

□心身の機能の障害  □健康診断等の結果   

□医師等による指導又は診療若しくは調剤  

□刑事事件に関する手続  

□少年の保護事件に関する手続  

記 録 情 報 の   

経 常 的 提 供 先  

 

ＴＯＰＰＡＮ株式会社（業務委託）  

 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地  

（名  称）高松市総務局コンプライアンス推進課  

（所在地）〒７６０－８５７１  高松市番町一丁目８番１５号  

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よ る 特 別 の 手 続 等  

（特別の手続が定められている場合）  

①該当する記録項目に付した番号  

 

②当該法令の条項（法令番号を含む。）  

 

個人情報ファイルの種別 

■電算処理ファイル（法第６０条第２項第１号）  

  上記ファイルと同内容の手作業ファイル  

     □有   ■無    

 

□手作業処理ファイル（法第６０条第２項第２号）  

備 考   

※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第９項に規定する個人番号をいう。 

 

 



別紙１ 

①高松市低所得世帯（令和６年度）生活支援給付金 

 基準日：令和６年６月３日 

 対象者：令和６年度新たに世帯全員が住民税均等割非課税、または住民税均等割のみ課

税になった世帯。ただし、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等で構

成されている世帯のほか、令和５年度に実施した非課税世帯への給付金（７万

円）、均等割のみ課税世帯への給付金（１０万円）の給付対象世帯は除く。 

 

②令和６年度高松市定額減税調整給付金 

 基準日：令和６年６月３日 

 対象者：定額減税可能額が、令和 6年に入手可能な課税情報を基に把握された「令和６       

     年分推計所得税額」（令和 5年分所得税額）又は「令和 6年度分個人住民税所

得割」を上回る者（納税義務者本人の合計所得金額 1,805万円以下の者に限

る）。 

 

③高松市住民税非課税世帯（令和６年度）物価高対策給付金 

 基準日：令和６年１２月１３日 

 対象者：世帯全員が令和６年度住民税均等割非課税の世帯。 

     ただし、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等で構成されている世帯

は除く。 

 

④令和７年度高松市定額減税調整給付金（不足額給付） 

 基準日：令和７年６月２日 

 対象者：不足額給付Ⅰは、令和５年所得より令和６年所得が減少した者、扶養親族が増

加した者、令和６年６月３日以降修正申告し、支給した調整給付金に不足が生

じる者等。 

     不足額給付Ⅱは、定額減税前税額がゼロであり、扶養親族等として定額減税の

対象外であり、かつ低所得世帯向け給付金の給付対象外であった者等。 



様式第５号（第５条関係）    （表）  

個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿                   

     ■個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人以上・・・・・ア  

□条例個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人未満・・・イ  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  避難行動要支援者名簿・個別避難計画  

区 分 及 び  

年 月 日  

□作成    

■修正  
   令和７年４月１日  

実 施 機 関  市長  

主 管 課 の  

名   称  
地域共生社会推進課  地域福祉係  

事 務 登 録

番 号  

■ア―５  

 

□イ―  

利 用 目 的  

災害時に自力で避難することが困難な要支援者を名簿に登録し、地域に

提供することで、地域での支え合い体制づくりを支援するため  

 

記

録

項

目  

基本的

事  項  

■氏名  ■住所  ■性別  ■生年月日  ■年齢  □本籍  □国籍   

□婚姻  ■電話番号  □個人番号※  ■識別番号 (個人番号※を除く。 ) 

■続柄  ■家族状況  □その他（              ）  

経歴、

成績等  

□学歴  □成績  □職業  □職位  □資格  □賞罰   

□その他（              ）  

心  身  
■身体の状況  ■障害の状況  □傷病歴  □  検診記録   

□その他（              ）  

財産的

状況等  

□所得・収入  □課税・納税状況  □資産状況  □公的扶助   

□口座番号  □その他（              ）  

その他  

□親族  □社会的活動  □趣味・し好   

■その他（電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要とする事由、そ

の他避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項、緊急連絡先、避

難場所、避難支援者の氏名又は名称、避難支援者の住所又は居所、避難

支援者の電話番号その他の連絡先、避難施設その他の避難場所、必要に

応じて記載する事項、避難路その他の避難経路、その他避難に係る必要

事項等）  

記 録 範 囲  

(1)介護保険における要介護認定を受けており、要介護 3～ 5 の方  

(2)身体障害者手帳の交付を受けており、障がいの程度が 1 級又は 2 級の方

(3)療育手帳の交付を受けており、障がいの程度が A 又は○ A 判定の方  

(4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、障がいの程度が 1 級の方

(5)障害者総合支援法における障害支援区分の認定を受けており、障害支援

区分 3～ 6 の方  

(6)難病患者等  

(7)75 歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯 (8)前各号に準じ

る状態にあり、災害時の支援が必要と認められる方  



記録情報の  

収 集 方 法  

■本人から    ■本人以外から  

本 人 以 外  

か ら 収 集  

す る 根 拠  

□法令等   ■本人同意   □緊急性  

□その他（             ）  

収 集 先  

■住民基本台帳  □市税台帳  ■実施機関内の他課  

■他の実施機関  □国・都道府県・他の市区町村   

□他の公共団体・公共的団体  □民間企業・民間団体   

□調査   □刊行物等   

□その他（                  ）  

（裏）  

要 配 慮 個 人 情 報  

■  含む  

 

□  含まない  

□人種  □信条  □社会的身分  ■病歴   

□犯罪の経歴  □犯罪により害を被った事実  

■心身の機能の障害  □健康診断等の結果   

■医師等による指導又は診療若しくは調剤  

□刑事事件に関する手続  

□少年の保護事件に関する手続  

記 録 情 報 の   

経 常 的 提 供 先  

株式会社エスビーエフ、株式会社アイネス  

 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地  

（名  称）高松市総務局コンプライアンス推進課  

（所在地）〒７６０－８５７１  高松市番町一丁目８番１５号  

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よ る 特 別 の 手 続 等  

（特別の手続が定められている場合）  

①該当する記録項目に付した番号  

 

②当該法令の条項（法令番号を含む。）  

 

個人情報ファイルの種別 

■電算処理ファイル（法第６０条第２項第１号）  

  上記ファイルと同内容の手作業ファイル  

     ■有   □無    

 

□手作業処理ファイル（法第６０条第２項第２号）  

備 考   

※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第９項に規定する個人番号をいう。 

 

 



様式第５号（第５条関係）    （表）  

個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿                   

     □個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人以上・・・・・ア  

■条例個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人未満・・・イ  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  民生委員・児童委員に関する事務ファイル  

区 分 及 び  

年 月 日  

□作成    

■修正  
    令和７年４月１日  

実 施 機 関  市長  

主 管 課 の  

名   称  
地域共生社会推進課  地域福祉係  

事 務 登 録

番 号  

□ア―  

 

■イ―１  

利 用 目 的  

 

民生委員・児童委員候補者の審査のために利用する。  

 

記

録

項

目  

基本的

事  項  

■氏名  ■住所  ■性別  ■生年月日  ■年齢  □本籍  □国籍   

□婚姻  ■電話番号  □個人番号※  □識別番号 (個人番号※を除く。 )  

■続柄  ■家族状況  □その他（              ）  

経歴、

成績等  

■学歴  □成績  ■職業  ■職位  □資格  ■賞罰   

□その他（              ）  

心  身  
■身体の状況  □障害の状況  □傷病歴  □  検診記録   

□その他（              ）  

財産的

状況等  

□所得・収入  □課税・納税状況  □資産状況  □公的扶助   

□口座番号  □その他（              ）  

その他  
□親族  ■社会的活動  □趣味・し好   

□その他（               ）  

記 録 範 囲  

 

民生委員・児童委員候補者になった者  

 

記録情報の  

収 集 方 法  

☑本人から    □本人以外から  

本 人 以 外  

か ら 収 集  

す る 根 拠  

□法令等   □本人同意   □緊急性  

□その他（             ）  

収 集 先  

□住民基本台帳  □市税台帳  □実施機関内の他課  

□他の実施機関  □国・都道府県・他の市区町村   

□他の公共団体・公共的団体  □民間企業・民間団体   

□調査   □刊行物等   

□その他（                  ）  



（裏）  

要 配 慮 個 人 情 報  

□  含む  

 

■  含まない  

□人種  □信条  □社会的身分  □病歴   

□犯罪の経歴  □犯罪により害を被った事実  

□心身の機能の障害  □健康診断等の結果   

□医師等による指導又は診療若しくは調剤  

□刑事事件に関する手続  

□少年の保護事件に関する手続  

記 録 情 報 の   

経 常 的 提 供 先  

高松市民生委員推薦会委員  

社会福祉審議会民生委員審査専門分科会  

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地  

（名  称）高松市総務局コンプライアンス推進課  

（所在地）〒７６０－８５７１  高松市番町一丁目８番１５号  

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よ る 特 別 の 手 続 等  

（特別の手続が定められている場合）  

①該当する記録項目に付した番号  

 

②当該法令の条項（法令番号を含む。）  

 

個人情報ファイルの種別 

■電算処理ファイル（法第６０条第２項第１号）  

  上記ファイルと同内容の手作業ファイル  

     ■有   □無    

 

□手作業処理ファイル（法第６０条第２項第２号）  

備 考   

※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第９項に規定する個人番号をいう。 

 

 



様式第５号（第５条関係）    （表）  

個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿                   

     ■個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人以上・・・・・ア  

□条例個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人未満・・・イ  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  戦傷病者及び戦没者の妻に対する特別給付金  

区 分 及 び  

年 月 日  

□作成    

■修正  
   令和６年４月１日  

実 施 機 関  市長  

主 管 課 の  

名   称  
地域共生社会推進課  地域福祉係  

事 務 登 録

番 号  

□ア―  

 

■イ―２  

利 用 目 的  

 

請求後の連絡及び問い合わせのため  

 

記

録

項

目  

基本的

事  項  

■氏名  ■住所  □性別  ■生年月日  □年齢  □本籍  □国籍   

□婚姻  □電話番号  □個人番号※  □識別番号 (個人番号※を除く。 ) 

■続柄  ■家族状況  □その他（              ）  

経歴、

成績等  

□学歴  □成績  □職業  □職位  □資格  □賞罰   

□その他（              ）  

心  身  
□身体の状況  □障害の状況  □傷病歴  □  検診記録   

□その他（              ）  

財産的

状況等  

□所得・収入  □課税・納税状況  □資産状況  □公的扶助   

□口座番号  □その他（              ）  

その他  
□親族  □社会的活動  □趣味・し好   

□その他（               ）  

記 録 範 囲  

 

特別給付金を請求した者  

 

記録情報の  

収 集 方 法  

■本人から    □本人以外から  

本 人 以 外  

か ら 収 集  

す る 根 拠  

□法令等   □本人同意   □緊急性  

□その他（             ）  

収 集 先  

□住民基本台帳  □市税台帳  □実施機関内の他課  

□他の実施機関  □国・都道府県・他の市区町村   

□他の公共団体・公共的団体  □民間企業・民間団体   

□調査   □刊行物等   

□その他（                  ）  



（裏）  

要 配 慮 個 人 情 報  

□  含む  

 

■  含まない  

□人種  □信条  □社会的身分  □病歴   

□犯罪の経歴  □犯罪により害を被った事実  

□心身の機能の障害  □健康診断等の結果   

□医師等による指導又は診療若しくは調剤  

□刑事事件に関する手続  

□少年の保護事件に関する手続  

記 録 情 報 の   

経 常 的 提 供 先  

香川県知事  

（健康福祉部  長寿社会対策課総務援護グループ）  

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地  

（名  称）高松市総務局コンプライアンス推進課  

（所在地）〒７６０－８５７１  高松市番町一丁目８番１５号  

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よ る 特 別 の 手 続 等  

（特別の手続が定められている場合）  

①該当する記録項目に付した番号  

 

②当該法令の条項（法令番号を含む。）  

 

個人情報ファイルの種別 

■電算処理ファイル（法第６０条第２項第１号）  

  上記ファイルと同内容の手作業ファイル  

     ■有   □無    

 

□手作業処理ファイル（法第６０条第２項第２号）  

備 考   

※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第９項に規定する個人番号をいう。 

 

 



様式第５号（第５条関係）    （表）  

個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿                   

     □個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人以上・・・・・ア  

■条例個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人未満・・・イ  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  原子爆弾被爆者援護に関する事務  

区 分 及 び  

年 月 日  

□作成    

■修正  
    令和６年４月１日  

実 施 機 関  市長  

主 管 課 の  

名   称  
地域共生社会推進課  地域福祉係  

事 務 登 録

番 号  

□ア―  

 

■イ―３  

利 用 目 的  

 

原子爆弾被爆者援護金の支給  

 

記

録

項

目  

基本的

事  項  

■氏名  ■住所  ■性別  ■生年月日  □年齢  □本籍  □国籍   

□婚姻  ■電話番号  □個人番号※  □識別番号 (個人番号※を除く。 ) 

□続柄  □家族状況  □その他（              ）  

経歴、

成績等  

□学歴  □成績  □職業  □職位  □資格  □賞罰   

□その他（              ）  

心  身  
□身体の状況  □障害の状況  □傷病歴  □  検診記録   

□その他（              ）  

財産的

状況等  

□所得・収入  □課税・納税状況  □資産状況  □公的扶助   

■口座番号  □その他（              ）  

その他  
□親族  □社会的活動  □趣味・し好   

□その他（               ）  

記 録 範 囲  
原子爆弾被爆者援護金の申請書を提出した者（ H11.4.1 以降）  

原子爆弾被爆者弔慰金の申請書を提出した者（ H11.4.1 以降）  

記録情報の  

収 集 方 法  

■本人から    ■本人以外から  

本 人 以 外  

か ら 収 集  

す る 根 拠  

□法令等   □本人同意   □緊急性  

■その他（高松市原子爆弾被爆者の援護に関する要綱）  

収 集 先  

■住民基本台帳  □市税台帳  □実施機関内の他課  

□他の実施機関  □国・都道府県・他の市区町村   

□他の公共団体・公共的団体  □民間企業・民間団体   

□調査   □刊行物等   

□その他（                  ）  



（裏）  

要 配 慮 個 人 情 報  

□  含む  

 

■  含まない  

□人種  □信条  □社会的身分  □病歴   

□犯罪の経歴  □犯罪により害を被った事実  

□心身の機能の障害  □健康診断等の結果   

□医師等による指導又は診療若しくは調剤  

□刑事事件に関する手続  

□少年の保護事件に関する手続  

記 録 情 報 の   

経 常 的 提 供 先  
―  

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地  

（名  称）高松市総務局コンプライアンス推進課  

（所在地）〒７６０－８５７１  高松市番町一丁目８番１５号  

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よ る 特 別 の 手 続 等  

（特別の手続が定められている場合）  

①該当する記録項目に付した番号  

 

②当該法令の条項（法令番号を含む。）  

 

個人情報ファイルの種別 

■電算処理ファイル（法第６０条第２項第１号）  

  上記ファイルと同内容の手作業ファイル  

     ■有   □無    

 

□手作業処理ファイル（法第６０条第２項第２号）  

備 考   

※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第９項に規定する個人番号をいう。 

 

 



様式第５号（第５条関係）    （表）  

個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿                   

     □個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人以上・・・・・ア  

■条例個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人未満・・・イ  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  社会福祉法人現況報告書届出事務  

区 分 及 び  

年 月 日  

□作成    

■修正  
令和６年４月１日  

実 施 機 関  市長  

主 管 課 の  

名   称  
地域共生社会推進課  指導監査係  

事 務 登 録

番 号  

□ア―  

 

■イ―４  

利 用 目 的  
社会福祉法第５９条、第５９条の２に基づく社会福祉法人の現況の報

告、情報の公開  

記

録

項

目  

基本的

事  項  

■氏名  ■住所  □性別  □生年月日  □年齢  □本籍  □国籍   

□婚姻  □電話番号  □個人番号※  □識別番号 (個人番号※を除く。 ) 

□続柄  □家族状況  □その他（              ）  

経歴、

成績等  

□学歴  □成績  ■職業  ■職位  □資格  □賞罰   

□その他（              ）  

心  身  
□身体の状況  □障害の状況  □傷病歴  □  検診記録   

□その他（              ）  

財産的

状況等  

□所得・収入  □課税・納税状況  □資産状況  □公的扶助   

□口座番号  □その他（              ）  

その他  
□親族  □社会的活動  □趣味・し好   

□その他（               ）  

記 録 範 囲  現況届を提出した社会福祉法人、当該法人の役員等  

記録情報の  

収 集 方 法  

■本人から    □本人以外から  

本 人 以 外  

か ら 収 集  

す る 根 拠  

□法令等   □本人同意   □緊急性  

□その他（             ）  

収 集 先  

□住民基本台帳  □市税台帳  □実施機関内の他課  

□他の実施機関  □国・都道府県・他の市区町村   

□他の公共団体・公共的団体  ■民間企業・民間団体   

□調査   □刊行物等   

□その他（                  ）  



（裏）  

要 配 慮 個 人 情 報  

□  含む  

 

■  含まない  

□人種  □信条  □社会的身分  □病歴   

□犯罪の経歴  □犯罪により害を被った事実  

□心身の機能の障害  □健康診断等の結果   

□医師等による指導又は診療若しくは調剤  

□刑事事件に関する手続  

□少年の保護事件に関する手続  

記 録 情 報 の   

経 常 的 提 供 先  
―  

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地  

（名  称）高松市総務局コンプライアンス推進課  

（所在地）〒７６０－８５７１  高松市番町一丁目８番１５号  

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よ る 特 別 の 手 続 等  

（特別の手続が定められている場合）  

①該当する記録項目に付した番号  

 

②当該法令の条項（法令番号を含む。）  

 

個人情報ファイルの種別 

■電算処理ファイル（法第６０条第２項第１号）  

  上記ファイルと同内容の手作業ファイル  

     ■有   □無    

 

□手作業処理ファイル（法第６０条第２項第２号）  

備 考   

※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第９項に規定する個人番号をいう。 

 

 



様式第５号（第５条関係）    （表）  

個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿                   

     □個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人以上・・・・・ア  

■条例個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人未満・・・イ  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  社会福祉法人指導監督事務  

区 分 及 び  

年 月 日  

□作成    

■修正  
令和６年４月１日  

実 施 機 関  市長  

主 管 課 の  

名   称  
地域共生社会推進課  指導監査係  

事 務 登 録

番 号  

□ア―  

 

■イ―５  

利 用 目 的  
社会福祉法第５６条、第７０条その他社会福祉施設の指導監督に関する

法律に基づく社会福祉法人、社会福祉施設の指導監督  

記

録

項

目  

基本的

事  項  

■氏名  ■住所  ■性別  ■生年月日  ■年齢  □本籍  □国籍   

□婚姻  ■電話番号  □個人番号※  □識別番号 (個人番号※を除く。 ) 

□続柄  □家族状況  □その他（              ）  

経歴、

成績等  

■学歴  □成績  □職業  ■職位  ■資格  □賞罰   

□その他（              ）  

心  身  
□身体の状況  □障害の状況  □傷病歴  □  検診記録   

□その他（              ）  

財産的

状況等  

□所得・収入  □課税・納税状況  □資産状況  □公的扶助   

□口座番号  ■その他（印影）  

その他  
□親族  □社会的活動  □趣味・し好   

□その他（               ）  

記 録 範 囲  指導監査事前提出資料を提出した者  

記録情報の  

収 集 方 法  

■本人から    □本人以外から  

本 人 以 外  

か ら 収 集  

す る 根 拠  

■法令等   ■本人同意   □緊急性  

□その他（             ）  

収 集 先  

□住民基本台帳  □市税台帳  □実施機関内の他課  

□他の実施機関  □国・都道府県・他の市区町村   

□他の公共団体・公共的団体  ■民間企業・民間団体   

□調査   □刊行物等   

□その他（                  ）  



（裏）  

要 配 慮 個 人 情 報  

□  含む  

 

■  含まない  

□人種  □信条  □社会的身分  □病歴   

□犯罪の経歴  □犯罪により害を被った事実  

□心身の機能の障害  □健康診断等の結果   

□医師等による指導又は診療若しくは調剤  

□刑事事件に関する手続  

□少年の保護事件に関する手続  

記 録 情 報 の   

経 常 的 提 供 先  
―  

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地  

（名  称）高松市総務局コンプライアンス推進課  

（所在地）〒７６０－８５７１  高松市番町一丁目８番１５号  

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よ る 特 別 の 手 続 等  

（特別の手続が定められている場合）  

①該当する記録項目に付した番号  

 

②当該法令の条項（法令番号を含む。）  

 

個人情報ファイルの種別 

■電算処理ファイル（法第６０条第２項第１号）  

  上記ファイルと同内容の手作業ファイル  

     ■有   □無    

 

□手作業処理ファイル（法第６０条第２項第２号）  

備 考   

※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第９項に規定する個人番号をいう。 

 

 



様式第５号（第５条関係）    （表）  

個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿                   

     □個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人以上・・・・・ア  

□条例個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人未満・・・イ  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  
ほっとかんまち高松づくり事業（高松型地域共生社会

構築事業）事務ファイル  

区 分 及 び  

年 月 日  

□作成    

■修正  
令和６年４月１日  

実 施 機 関  市長  

主 管 課 の  

名   称  
地域共生社会推進課  地域共生係  

事 務 登 録

番 号  

□ア―  

 

■イ―６  

利 用 目 的  

ほっとかんまち高松づくり事業（高松型地域共生社会構築事業）の一環

として、全世代全分野型の包括的支援体制づくりを行う中で、複合的な

課題を抱えた世帯等の支援に当たり、事務局として個別ケースの内容や

世帯の状況等を把握する。  

記

録

項

目  

基本的

事  項  

■氏名  ■住所  ■性別  ■生年月日  ■年齢  □本籍  □国籍   

■婚姻  ■電話番号  □個人番号※  □識別番号 (個人番号※を除く。 )  

■続柄  ■家族状況  □その他（              ）  

経歴、

成績等  

■学歴  □成績  ■職業  □職位  □資格  □賞罰   

□その他（              ）  

心  身  
■身体の状況  ■障害の状況  ■傷病歴  ■  検診記録   

□その他（              ）  

財産的

状況等  

■所得・収入  ■課税・納税状況  ■資産状況  ■公的扶助   

□口座番号  □その他（              ）  

その他  
■親族  ■社会的活動  ■趣味・し好   

□その他（               ）  

記 録 範 囲  

まるごと福祉相談員への相談（平成３０年度以降）  

つながる福祉相談窓口への相談（令和元年度以降）  

参加支援事業に関する相談（令和４年度以降）  

記録情報の  

収 集 方 法  

■本人から    ■本人以外から  

本 人 以 外  

か ら 収 集  

す る 根 拠  

□法令等   ■本人同意   ■緊急性  

□その他（             ）  

収 集 先  

■住民基本台帳  □市税台帳  ■実施機関内の他課  

■他の実施機関  ■国・都道府県・他の市区町村   

■他の公共団体・公共的団体  ■民間企業・民間団体   

■調査   □刊行物等   

□その他（                  ）  



（裏）  

要 配 慮 個 人 情 報  

■  含む  

 

□  含まない  

□人種  □信条  □社会的身分  ■病歴   

□犯罪の経歴  □犯罪により害を被った事実  

■心身の機能の障害  ■健康診断等の結果   

■医師等による指導又は診療若しくは調剤  

□刑事事件に関する手続  

□少年の保護事件に関する手続  

記 録 情 報 の   

経 常 的 提 供 先  

高松市社会福祉協議会  

一般社団法人 hito.toco 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地  

（名  称）高松市総務局コンプライアンス推進課  

（所在地）〒７６０－８５７１  高松市番町一丁目８番１５号  

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よ る 特 別 の 手 続 等  

（特別の手続が定められている場合）  

①該当する記録項目に付した番号  

 

②当該法令の条項（法令番号を含む。）  

 

個人情報ファイルの種別 

□電算処理ファイル（法第６０条第２項第１号）  

  上記ファイルと同内容の手作業ファイル  

     □有   □無    

 

■手作業処理ファイル（法第６０条第２項第２号）  

備 考   

※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第９項に規定する個人番号をいう。 

 

 


